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公文書非開示決定通知書
○○　指令第　　　　 号
住所
氏名
年　　月　　日付けで請求のあった公文書の開示の請求に対して、産山村情報公開条例第7条第1項の規定により、次のとおり開示しないことと決定したので通知します。
年　　月　　日
○○○○
	公文書の件名
	

	公文書を開示
しない理由
	1　条例第9条第　　号に該当
2　条例第11条に該当
3　その他
（理由）

	担当課
	（電話番号　　　　　　　　（内線）　　　　）

	備考
	


教示
この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った翌日から起算して45日以内に　○○○○○　に対して異議申立てをすることができます。
